
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号

救
命
艇
手
規
則

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
八
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
救
命

艇
手
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
救
命
艇
手
の
選
任
）

第
一
条
　
船
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
八

条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
船
舶
は
、
平
水

区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
以
外
の
次
に
掲
げ
る
船

舶
と
す
る
。

一
　
旅
客
船

二
　
旅
客
船
以
外
の
最
大
と
う
載
人
員
百
人
以
上
の

船
舶

第
二
条
　
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
の
定

め
る
員
数
は
、
当
該
船
舶
に
搭
載
す
る
す
べ
て
の
救
命

艇
、
端
艇
及
び
救
命
い
か
だ
（
以
下
「
救
命
艇
等
」
と

い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
員
数
（
沿
海
区
域
を
航
行
区

域
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
人
）
を
割
り
当
て
る

こ
と
が
で
き
る
員
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
最
大
搭
載
人

員
よ
り
著
し
く
少
な
い
人
員
を
搭
載
し
て
航
海
を
行
う

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
員
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
定
員
四
十
人
以
下
の
救
命
艇
　
二
人

二
　
定
員
四
十
一
人
以
上
六
十
一
人
以
下
の
救
命
艇
　

三
人

三
　
定
員
六
十
二
人
以
上
八
十
五
人
以
下
の
救
命
艇
　

四
人

四
　
定
員
八
十
六
人
以
上
の
救
命
艇
　
五
人

五
　
端
艇
及
び
救
命
い
か
だ
　
一
人

２
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
に
搭
載
す
る
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
に
つ
い
て
前
項
本

文
の
規
定
に
よ
り
割
り
当
て
る
べ
き
員
数
に
は
、
限
定

救
命
艇
手
（
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
に
つ
い
て
の
み
割
り

当
て
る
こ
と
が
で
き
る
救
命
艇
手
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
員
数
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
国
内
各
港
間
の
み
を
航
海
す
る
も
の

二
　
船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第

三
十
六
号
）
第
五
十
五
条
の
三
又
は
第
六
十
四
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
救
命
艇
の
搭
載
に
係
る
規
定
の
適

用
を
緩
和
さ
れ
て
い
る
も
の

３
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
膨
脹
式
救

命
い
か
だ
へ
の
海
員
及
び
旅
客
の
誘
導
及
び
乗
艇
並
び

に
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
運
航
に
関
し
安
全
確
保
の
た

め
の
特
別
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
船
舶

に
搭
載
す
る
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
に
割
り
当
て
る
べ
き

員
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い

て
は
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
船
舶
の

運
航
管
理
の
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
運
輸
局
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通

を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
の
名
称
、
総
ト
ン
数
、
用
途
、
航
行
区
域
又

は
従
業
制
限
及
び
最
大
搭
載
人
員

二
　
就
航
航
路

三
　
搭
載
す
る
救
命
艇
等
の
種
類
及
び
数

四
　
当
該
許
可
に
係
る
航
海
に
お
い
て
搭
載
す
る
人
員

（
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
係
る
前
項
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

五
　
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
へ
の
海
員
及
び
旅
客
の
誘
導

及
び
乗
艇
並
び
に
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
運
航
に
関

し
安
全
確
保
の
た
め
講
じ
ら
れ
た
特
別
の
措
置
の
概

要
（
第
三
項
の
規
定
に
係
る
前
項
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

六
　
減
じ
よ
う
と
す
る
救
命
艇
手
の
員
数

七
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
航
海
の
期
間
（
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
係
る
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

（
救
命
艇
手
試
験
）

第
三
条
　
法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
試
験
（
以
下

「
救
命
艇
手
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
救
命
艇
手
（
限
定
救
命
艇
手
を
除
く
。
）
に
関
す

る
試
験
　
海
員
及
び
旅
客
の
招
集
、
救
命
艇
等
へ
の

誘
導
及
び
乗
艇
の
指
揮
、
救
命
艇
等
及
び
そ
の
他
の

救
命
設
備
の
操
作
、
救
命
艇
等
に
乗
り
組
ん
で
い
る

場
合
の
人
命
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の

他
の
救
命
艇
手
に
お
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
で

あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の

二
　
限
定
救
命
艇
手
に
関
す
る
試
験
　
海
員
及
び
旅
客

の
招
集
、
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
へ
の
誘
導
及
び
乗
艇

の
指
揮
、
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
及
び
こ
れ
ら
に
付
属

す
る
設
備
の
操
作
、
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
に
乗
り
組

ん
で
い
る
場
合
の
人
命
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
そ
の
他
の
限
定
救
命
艇
手
に
お
い
て
必
要
な
知

識
及
び
技
能
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定

め
る
も
の

第
四
条
　
次
の
各
号
の
要
件
に
適
合
す
る
者
以
外
の
者

は
、
救
命
艇
手
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
年
齢
十
八
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
第
八
十
三
条
の
健
康
証
明
書
を
受
有
し
て
い
る

こ
と
。

三
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
遠
洋
区
域
若
し
く
は
近
海
区
域
を
航
行
区
域
と

す
る
船
舶
（
旅
客
船
に
あ
つ
て
は
、
沿
海
区
域
を

航
行
区
域
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
乙
区
域

若
し
く
は
甲
区
域
（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操

縦
者
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
十
三

号
）
別
表
第
一
の
配
乗
表
の
適
用
に
関
す
る
通
則

１
２
又
は
１
３
の
乙
区
域
又
は
甲
区
域
を
い
う
。

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
い
て
従
業
す
る
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の

漁
船
に
一
年
以
上
甲
板
部
の
職
員
又
は
部
員
と
し

て
乗
り
組
ん
だ
者

ロ
　
イ
の
船
舶
以
外
の
船
舶
に
二
年
以
上
甲
板
部
の

職
員
又
は
部
員
と
し
て
乗
り
組
ん
だ
者

ハ
　
船
舶
に
、
前
条
第
一
号
の
試
験
に
あ
つ
て
は
三

年
、
同
条
第
二
号
の
試
験
に
あ
つ
て
は
一
年
以
上

乗
り
組
ん
だ
者

第
五
条
　
救
命
艇
手
試
験
の
受
験
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
船
員
手
帳
を
提
示
し
て
、
第
三
条
第
一
号
の
試

験
の
受
験
の
申
請
に
あ
つ
て
は
第
一
号
様
式
、
同
条
第

二
号
の
試
験
の
受
験
の
申
請
に
あ
つ
て
は
第
二
号
様
式

に
よ
る
申
請
書
を
最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
員
手
帳
を
提
示
で

き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
記
載
事
項

証
明
書
並
び
に
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
要
件
に
適

合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添
付
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
船
員
手
帳
に
よ
り
前
条
第

三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
条
の
申
請
書
を
受
理
し

た
と
き
は
、
試
験
を
行
な
う
期
日
、
場
所
そ
の
他
試
験

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
て
こ
れ
を
申
請
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
救
命
艇
手
資
格
の
認
定
）

第
七
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
各
号
の
要
件
に
適
合

す
る
者
で
あ
つ
て
救
命
艇
手
と
し
て
の
業
務
を
遂
行
す

る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
法

第
百
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
救
命
艇
手

の
資
格
の
認
定
を
行
う
。

一
　
年
齢
十
八
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
第
八
十
三
条
の
健
康
証
明
書
を
受
有
し
て
い
る

こ
と
。

三
　
船
舶
に
六
月
以
上
乗
り
組
ん
だ
者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
海

技
士
（
航
海
）
、
海
技
士
（
機
関
）
、
海
技
士
（
通

信
）
（
船
員
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
職
員
法
の
規
定
に
よ
り
現

に
受
け
て
い
る
海
技
免
許
に
相
当
す
る
海
技
従
事

者
の
免
許
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
又
は
海
技
士

（
電
子
通
信
）
の
資
格
に
係
る
海
技
士

ロ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校

又
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
お
い
て
、
救

命
艇
の
操
作
に
関
す
る
教
科
課
程
を
修
め
て
卒
業

し
た
者
（
当
該
教
科
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含

む
。
）

ハ
　
海
技
大
学
校
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
海
技
大

学
校
、
海
員
学
校
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
海
員

学
校
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、

海
上
保
安
大
学
校
、
海
上
保
安
学
校
又
は
水
産
大

学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
若
し
く
は
国

立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
を
卒
業

し
た
者

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能

力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ホ
　
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
講
習

で
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
登
録

講
習
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
（
限
定
救
命

艇
手
に
限
る
。
）

第
八
条
　
救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
船
員
手
帳
及
び
前
条
第
四
号
の
要
件
に
適
合

す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
第
三
号
様
式

（
限
定
救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、

第
四
号
様
式
）
に
よ
る
申
請
書
を
最
寄
り
の
地
方
運
輸

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
員

手
帳
を
提
示
で
き
な
い
と
き
は
、
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本

若
し
く
は
記
載
事
項
証
明
書
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ

て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）

の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
、
旅
券
、
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年

1



法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別

永
住
者
証
明
書
並
び
に
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
船
員
手
帳
に
よ
り
前
条
第

三
号
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
命
艇
手
適
任
証
書
）

第
九
条
　
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
様
式
は
、
限
定
救
命
艇

手
以
外
の
救
命
艇
手
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
五

号
様
式
、
限
定
救
命
艇
手
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
十
条
　
救
命
艇
手
適
任
証
書
を
受
有
す
る
者
は
、
そ
の

記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
、
又
は
こ
れ
を
失
い
、
若
し

く
は
き
損
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
再
交
付
を
申
請
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
再
交
付
を
必
要
と
す
る
事
由
及

び
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
番
号
を
記
載
し
た
申
請
書
を

最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
救
命
艇
手
適

任
証
書
を
失
つ
た
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
当
該
地
方
運

輸
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
命
艇
手
の
業
務
）

第
十
一
条
　
救
命
艇
手
（
限
定
救
命
艇
手
を
除
く
。
）
は

、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
食
料
、
航
海
用
具
そ
の
他
の
物
品
の
救
命
艇
等
へ

の
積
込
み
、
救
命
艇
等
の
降
下
並
び
に
海
員
及
び
旅

客
の
招
集
並
び
に
救
命
艇
等
へ
の
誘
導
及
び
乗
艇
の

指
揮

二
　
救
命
艇
等
の
運
航
の
指
揮
又
は
そ
の
補
佐

三
　
救
命
索
発
射
器
、
救
命
浮
環
そ
の
他
の
救
命
設
備

の
操
作

四
　
救
命
艇
等
そ
の
他
の
救
命
設
備
（
救
命
胴
衣
を
除

く
。
）
の
整
備
及
び
管
理

２
　
限
定
救
命
艇
手
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
降
下
並
び
に
海
員
及
び
旅

客
の
招
集
並
び
に
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
へ
の
誘
導
及

び
乗
艇
の
指
揮

二
　
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
運
航
の
指
揮

三
　
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
及
び
こ
れ
に
付
属
す
る
設
備

の
操
作
、
整
備
及
び
管
理

（
登
録
）

第
十
二
条
　
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
は
、
登
録
講
習
を

行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
　
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
講
習
の
実
施

に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
講
習
事
務
」
と
い

う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在

地
三
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
講
習
事
務
を

開
始
す
る
日

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
経
歴
を
記
載
し
た

書
類

二
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
住
民
票
の
写
し
及
び
履
歴
書

三
　
講
習
に
用
い
る
別
表
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他

の
設
備
の
数
、
性
能
、
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
所
有

又
は
借
入
れ
の
別
を
記
載
し
た
書
類

四
　
講
師
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

五
　
講
師
が
、
次
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
条
第
二
項
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
信

じ
さ
せ
る
に
足
る
書
類

（
登
録
の
要
件
等
）

第
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申

請
の
あ
つ
た
講
習
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適

合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
別
表
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
用
い

て
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
船
員
と
し
て
の
一
般
知
識

ロ
　
操
練
に
関
す
る
知
識

ハ
　
旅
客
の
誘
導
に
関
す
る
知
識

ニ
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ
、
救
命
設
備
及
び
信
号
装

置
に
関
す
る
知
識

ホ
　
船
員
法
そ
の
他
船
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す

る
法
令

ヘ
　
救
命
器
具
及
び
信
号
装
置
の
取
扱
方
法

ト
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ
の
取
扱
方
法

チ
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ
の
艤
装
品
の
取
扱
方
法

三
　
前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
救
命
艇
手
適

任
証
書
を
受
有
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
救
命

艇
手
適
任
証
書
を
受
け
た
後
一
年
以
上
救
命
艇
手
と

し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
船
舶
に
乗
り
組
ん

だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能

力
を
有
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
近
海
区
域
又
は
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る

船
舶

ロ
　
乙
区
域
又
は
甲
区
域
内
に
お
い
て
従
業
す
る

漁
船

ハ
　
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
練
習
船

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申

請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又

は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年

を
経
過
し
な
い
者

二
　
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
第
七
条
第
四
号
ホ
の

登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年

を
経
過
し
な
い
者

三
　
法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
講
習
事
務
を
行
う
役
員
の

う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る

も
の

３
　
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
は
、
登
録
講
習
登
録
簿
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
登
録
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
講
習
実
施
機

関
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
　
登
録
講
習
実
施
機
関
が
登
録
講
習
事
務
を
行
う
事

務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
登
録
講
習
実
施
機
関
が
登
録
講
習
事
務
を
開
始
す

る
日

（
登
録
の
更
新
）

第
十
四
条
　
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に

そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ

つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２
　
前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
登
録
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
十
五
条
　
登
録
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、

第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
の
各
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
登
録
講
習
事

務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
講
習
は
、
講
義
及
び
実
習
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二
　
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
行

う
こ
と
。

講
習
科
目

時
間
数

一
　
船
員
と
し
て
の
一
般
知
識

二
時
間

二
　
操
練
に
関
す
る
知
識

一
時
間

三
　
旅
客
の
誘
導
に
関
す
る
知
識

三
時
間

四
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ
、
救
命
設

備
及
び
信
号
装
置
に
関
す
る
知
識

四
時
間

五
　
船
員
法
そ
の
他
船
員
の
安
全
及

び
衛
生
に
関
す
る
法
令

一
時
間

六
　
救
命
器
具
及
び
信
号
装
置
の
取

扱
方
法

二
時
間

七
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ
の
取
扱
方

法

二
時
間

八
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ
の
艤
装
品

の
取
扱
方
法

二
時
間

三
　
限
定
救
命
艇
手
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を

有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
行

わ
せ
る
こ
と
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
十
六
条
　
登
録
講
習
実
施
機
関
は
、
第
十
三
条
第
三
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
の
理
由

（
登
録
講
習
事
務
規
程
）

第
十
七
条
　
登
録
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
講
習
事
務
の

開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
講
習

事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
　
登
録
講
習
の
受
講
の
申
請
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
講
習
の
受
講
料
の
額
及
び
収
納
の
方
法
に
関

す
る
事
項

三
　
登
録
講
習
の
日
程
、
公
示
方
法
そ
の
他
登
録
講
習

の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
登
録
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に

関
す
る
事
項

五
　
第
十
五
条
第
三
号
の
判
定
に
関
す
る
事
務
を
行
う

者
の
氏
名
及
び
経
歴

六
　
登
録
講
習
事
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る

事
項

七
　
不
正
受
講
者
の
処
分
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
登
録
講
習
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

2



（
登
録
講
習
事
務
の
休
廃
止
）

第
十
八
条
　
登
録
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
講
習
事
務
を

休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
講
習
実
施
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る

事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
登
録
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す

る
日

四
　
登
録
講
習
事
務
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

五
　
登
録
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る

理
由

（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）

第
十
九
条
　
登
録
講
習
実
施
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過

後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事

業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記

録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い

う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害

関
係
人
は
、
登
録
講
習
実
施
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、

い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に

は
、
登
録
講
習
実
施
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二
　
前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三
　
財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る

方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の

請
求

四
　
前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁

的
方
法
で
あ
つ
て
次
条
に
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面

の
交
付
の
請
求

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め

の
電
磁
的
方
法
）

第
二
十
条
　
前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
講
習
実
施
機

関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接

続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ

つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信

さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で

き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記

録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル

へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
で
き

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
合
命
令
）

第
二
十
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
講
習
が
第
十
三

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
二
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
講
習
実
施
機
関

が
第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
登
録
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定

に
よ
る
登
録
講
習
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
登
録
講
習
事

務
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
二
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
講
習
実
施
機
関

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
七

条
第
四
号
ホ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め

て
登
録
講
習
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
。

二
　
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
一

項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三
　
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
十
九
条
第
二
項
各
号

の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

四
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
を

受
け
た
と
き
。

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
二
十
四
条
　
登
録
講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
登
録
講
習
の
終

了
後
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
講
習
の
受
講
料
の
収
納
に
関
す
る
事
項

二
　
登
録
講
習
の
受
講
の
申
請
の
受
理
に
関
す
る
事
項

三
　
登
録
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に

関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
登
録
講
習
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項

２
　
登
録
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
講
習
の
受
講
申
請
書

及
び
そ
の
添
付
書
類
を
備
え
、
登
録
講
習
の
終
了
後
二

年
間
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
二
十
五
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
講
習
の
実
施
の

た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登
録
講
習
実
施
機
関
に

対
し
、
登
録
講
習
事
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
）

第
二
十
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
を
し
た
と
き
。

二
　
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

四
　
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
第
七
条
第
四
号
ホ
の

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
と

き
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
七
条
　
こ
の
省
令
で
地
方
運
輸
局
長
が
法
第
百
十

八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
行

う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
法
第
百
二
十
一
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
権
限

が
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た

権
限
の
ほ
か
、
法
第
百
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

救
命
艇
手
適
任
証
書
の
交
付
の
拒
否
及
び
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
返
納
命
令
は
、

地
方
運
輸
局
長
に
行
わ
せ
る
。

（
手
数
料
の
納
付
）

第
二
十
八
条
　
救
命
艇
手
試
験
の
受
験
、
救
命
艇
手
資
格

の
認
定
又
は
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
再
交
付
の
申
請
に

係
る
法
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
手
数
料

は
、
収
入
印
紙
を
申
請
書
に
貼
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
救
命
艇
手
適
任
証
書
交
付
規
則
（
昭
和
九
年
逓
信
省

令
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
一
九
日
運
輸
省
令

第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
一
月
一
九
日
運
輸
省

令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
に
三
項
を
加
え
る
部

分
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
四

十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め

の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
船
員
法
施
行

規
則
、
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
施

行
規
則
、
救
命
艇
手
規
則
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

又
は
小
型
船
等
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休

日
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
船
員
法

施
行
規
則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
新
潟
海
運

局
長
が
し
た
許
可
、
認
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
証
明
そ

の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
船
員
法
施
行
規
則
等
の
規

定
に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
が
し
た
許
可
、
認
定
そ

の
他
の
処
分
又
は
証
明
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
船
員
法
施
行

規
則
、
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関

す
る
省
令
、
救
命
艇
手
規
則
、
小
型
船
等
に
乗
り
組
む

海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令
又
は
船
員

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
船
員
法
施
行
規
則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
新

潟
海
運
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行

為
は
、
改
正
後
の
船
員
法
施
行
規
則
等
の
規
定
に
基
づ

い
て
、
新
潟
海
運
監
理
部
長
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届

出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
三
日
運
輸
省
令

第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
三
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
二
種
又
は
第
三
種
の
従
業

制
限
を
有
す
る
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
漁
船
に
乗

り
組
ん
で
い
た
者
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

3



の
救
命
艇
手
規
則
第
四
条
第
三
号
イ
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
漁
船
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
は
乙

区
域
又
は
甲
区
域
に
お
い
て
従
業
し
て
い
た
も
の
と
み

な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
前
の
救
命
艇
手
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申

請
を
し
て
い
た
者
に
係
る
旧
規
則
第
七
条
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約

そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処

分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他

の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申

請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋

田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は

申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋

田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は

申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及

び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運
局
支
局
長
が
法
律

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
等

は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支

局
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前

に
海
運
局
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
は
、
相
当
の

地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
に
対
し

て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
八
月
二
八
日
運
輸
省
令
第

二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
の
政
令
に
定
め
る
日

（
平
成
三
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
一
六
日
運
輸
省
令
第

二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
船
員
法
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号

に
定
め
る
日
（
平
成
九
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
救
命
艇
手
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
救
命
艇
手
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る

救
命
艇
手
適
任
証
書
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
救
命
艇
手
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
救
命
艇
手

適
任
証
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令

第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
運
輸
省

令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省

令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
五
日
国
土
交
通

省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明

書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の

間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
二
一
日
国
土
交
通

省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
救
命
艇
手
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
救
命
艇
手
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
救
命
艇
手
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
号
ホ
の

認
定
を
受
け
て
い
る
講
習
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
救
命
艇
手
規
則
（
次

項
に
お
い
て
「
新
救
命
艇
手
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七

条
第
四
号
ホ
の
登
録
を
受
け
た
講
習
と
み
な
す
。

２
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
施
行
前
に
受
講
し
た
旧
救

命
艇
手
規
則
第
七
条
第
四
号
ホ
の
認
定
を
受
け
た
講
習

は
、
新
救
命
艇
手
規
則
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
を
受

け
た
講
習
と
み
な
す
。

（
処
分
、
手
続
等
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
、
船
舶
に
乗
り

組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
、
救
命
艇

手
規
則
、
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
、
海
洋
汚
染
及

び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
又
は
鉄

道
事
業
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続

そ
の
他
の
行
為
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
、
船
舶
に
乗
り
組
む
医

師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
、
救
命
艇
手
規

則
、
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
、
海
洋
汚
染
及
び
海

上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
又
は
鉄
道
事

業
法
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続

そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省

令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を

推
進
す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十

八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他

の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下

「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新

令
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
二
日
国
土
交

通
省
令
第
六
九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
一
日
国
土
交
通
省

令
第
五
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通

省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省

令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通

省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る

行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に

行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
七
日
国
土
交
通
省
令

第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
事
産
業
の
基
盤
強
化
の
た
め

の
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
内
航
海
運
業
法
施
行
規
則
第
十
一

号
様
式
に
よ
る
証
明
書
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
船
員
法
施
行
規
則
第
一
号
書
式
に
よ
る
海
員
名

簿
、
第
二
号
書
式
に
よ
る
航
海
日
誌
、
第
六
号
書
式
に

よ
る
届
出
書
、
第
八
号
書
式
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
二

号
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
十
三
号
書
式
に
よ
る
申
請

書
、
第
十
四
号
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
十
六
号
書
式

に
よ
る
船
員
手
帳
、
第
十
六
号
の
二
書
式
に
よ
る
申
請

書
、
第
十
六
号
の
三
書
式
に
よ
る
報
酬
支
払
簿
、
第
十

七
号
の
二
書
式
に
よ
る
証
明
書
及
び
第
十
八
号
書
式
に

よ
る
証
明
書
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員

職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
及

び
第
六
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
七
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者

に
関
す
る
省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
及
び
第
二

号
様
式
に
よ
る
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
、
第
八
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
救
命
艇
手
規
則
第
一
号
様
式
に
よ

る
申
請
書
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
三
号
様

式
に
よ
る
申
請
書
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第

五
号
様
式
に
よ
る
救
命
艇
手
適
任
証
書
及
び
第
六
号
様

式
に
よ
る
救
命
艇
手
適
任
証
書
並
び
に
第
十
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う

者
に
関
す
る
省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
二

号
様
式
に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
及
び
第
三
号

様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
内
航
海
運
業
法
施
行
規
則
第
十
号
様
式

に
よ
る
証
明
書
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船

員
法
施
行
規
則
第
一
号
書
式
に
よ
る
海
員
名
簿
、
第
二

号
書
式
に
よ
る
航
海
日
誌
、
第
六
号
書
式
に
よ
る
届
出

書
、
第
八
号
書
式
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
二
号
書
式
に

よ
る
申
請
書
、
第
十
三
号
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
十

四
号
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
十
六
号
書
式
に
よ
る
船

員
手
帳
、
第
十
六
号
の
二
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
十

六
号
の
三
書
式
に
よ
る
報
酬
支
払
簿
、
第
十
七
号
の
二

書
式
に
よ
る
証
明
書
及
び
第
十
八
号
書
式
に
よ
る
証
明

書
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
職
業
安
定

法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
及
び
第
六
号

様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る

省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
及
び
第
二
号
様
式
に

よ
る
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
救
命
艇
手
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請

書
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
三
号
様
式
に
よ

る
申
請
書
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
五
号
様

式
に
よ
る
救
命
艇
手
適
任
証
書
及
び
第
六
号
様
式
に
よ

る
救
命
艇
手
適
任
証
書
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う
者
に
関

す
る
省
令
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
第
二
号
様
式

に
よ
る
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
及
び
第
三
号
様
式
に

よ
る
申
請
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
救
命
艇
手
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
救
命
艇
手
規
則
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
を

受
け
て
い
る
講
習
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
救
命
艇
手
規
則
第
七
条
第
四
号
ホ
の
登
録
を
受
け
た

講
習
と
み
な
す
。

別
表
（
第
十
三
条
関
係
）

一
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ

二
　
膨
張
式
救
命
い
か
だ
の

ぎ艤
装
品
一
式

三
　
救
命
浮
器

四
　
救
命
浮
環

五
　
救
命
胴
衣

六
　
イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

七
　
耐
暴
露
服

八
　
保
温
具

九
　
救
命
索
発
射
器

十
　
自
己
点
火
灯

十
一
　
自
己
発
煙
信
号

十
二
　
救
命
胴
衣
灯

十
三
　
落
下
傘
付
信
号

十
四
　
火
せ
ん

十
五
　
信
号
紅
炎

十
六
　
発
煙
浮
信
号

十
七
　
水
密
電
気
灯

十
八
　
日
光
信
号
鏡

十
九
　
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識

装
置

二
十
　
非
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標

識
装
置

二
十
一
　
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

二
十
二
　
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

二
十
三
　
持
運
び
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

二
十
四
　
固
定
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

二
十
五
　
探
照
灯

二
十
六
　
再
帰
反
射
材

二
十
七
　
船
上
通
信
装
置

二
十
八
　
警
報
装
置

二
十
九
　
ロ
ー
プ

三
十
　
プ
ー
ル
及
び
飛
び
込
み
台
（
海
面
を
用
い
な
い

場
合
に
限
る
。
）

第
１
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

番
）

第1号様式(第5条関係)(日本産業規格A列4番) 

 

 収 入

印 紙 

        救命艇手試験受験申請書 

年  月  日  

  地方運輸局長 

  運輸監理部長 
殿 

 

申請者氏名                 

(□ 旧姓併記を希望する。)(旧姓：   )  

年  月  日生  

 

本 籍             

住 所             

 

 救命艇手規則第3条第1号の試験を受けたいので、同令第5条の規定により申請します。 

記 

1 上記省令第4条第3号イからハまでのいずれかに該当する経験(船舶の名称、航行区域

又は従業区域、総トン数、職務及び乗組み期間) 

2 船員手帳番号(船員手帳を提示する場合に限る。) 

3 希望する試験の期日及び場所 
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第
２
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

番
）

第2号様式(第5条関係)(日本産業規格A列4番) 

 

 収 入

印 紙 

       限定救命艇手試験受験申請書 

年  月  日  

  地方運輸局長 

  運輸監理部長 
殿 

 

申請者氏名                 

(□ 旧姓併記を希望する。)(旧姓：   )  

年  月  日生  

 

本 籍             

住 所             

 

 救命艇手規則第3条第2号の試験を受けたいので、同令第5条の規定により申請します。 

記 

1 上記省令第4条第3号イからハまでのいずれかに該当する経験(船舶の名称、航行区域

又は従業区域、総トン数、職務及び乗組み期間) 

2 船員手帳番号(船員手帳を提示する場合に限る。) 

3 希望する試験の期日及び場所 

 

第
３
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

番
）

第3号様式(第8条関係)(日本産業規格A列4番) 

 

 収 入

印 紙 

        救命艇手資格認定申請書 

年  月  日  

  地方運輸局長 

  運輸監理部長 
殿 

 

申請者氏名                 

(□ 旧姓併記を希望する。)(旧姓：   )  

年  月  日生  

 

本 籍             

住 所             

 

 救命艇手の資格の認定を受けたいので、救命艇手規則第8条の規定により申請します。 

記 

1 上記省令第7条第3号に該当する経験(船舶の名称、航行区域又は従業区域、総トン数、

職務及び乗組み期間) 

2 上記省令第7条第4号イからニまでのいずれかに該当する事項(資格を証する書類の名

称、発行者、発行番号及び発行年月日その他必要な事項) 

3 船員手帳番号(船員手帳を提示する場合に限る。) 

 

第
４
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

番
）

第4号様式(第8条関係)(日本産業規格A列4番) 

 

 収 入

印 紙 

       限定救命艇手資格認定申請書 

年  月  日  

  地方運輸局長 

  運輸監理部長 
殿 

 

申請者氏名                 

(□ 旧姓併記を希望する。)(旧姓：   )  

年  月  日生  

 

本 籍             

住 所             

 

 限定救命艇手の資格の認定を受けたいので、救命艇手規則第8条の規定により申請しま

す。 

記 

1 上記省令第7条第3号に該当する経験(船舶の名称、航行区域又は従業区域、総トン数、

職務及び乗組み期間) 

2 上記省令第7条第4号イからホまでのいずれかに該当する事項(資格を証する書類の名

称、発行者、発行番号及び発行年月日又は修了した講習の開催地及び開催年月日その他

必要な事項) 

3 船員手帳番号(船員手帳を提示する場合に限る。) 

 

第
５
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
６

番
）

第5号様式(第9条関係)(日本産業規格A列6番) 

(表 紙) 

 

救
命
艇
手
適
任
証
書 

 

 

(第1頁) (第2頁) 

番    号  

年  月  日  

 

   本籍地の都道府県名 

   氏名(旧姓) 

年  月  日生 

 

 船員法(昭和22年法律第100号)第118条の

規定により救命艇手たる資格を有する者で

あることを証明する。 

 救命艇手は、改正された1978年の船員の

訓練及び資格証明並びに当直の基準に関す

る国際条約附属書第6章第2規則の基準に適

合する者である。 

 

  地方運輸局長 

氏 名印 

  運輸監理部長 

   CertificateNo. 

   lssued on 

 

 Certificate of Proficiency for 

Lifeboatman 

   Name： 

   (Former surname) 

   Date of Birth： 

 Under the Provision of Article 118 of 

Mariners Law, 1947 it is certified that 

the above mentioned person has been 

qualified for a lifeboatman. 

 Lifeboatman in accordance with 

regulation Ⅵ／2 of STCW convention, as 

amended. 

Director-General of  

the District Transport Bureau 

Japan 
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第
６
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
６

番
）

第6号様式(第9条関係)(日本産業規格A列6番) 

(表 紙) 

 
限

定

救

命

艇

手

適

任

証

書 

 

 

(第1頁) (第2頁) 

番     号 

年  月  日 

 

  本籍地の都道府県名 

  氏名(旧姓) 

 

年  月  日生 

 船員法(昭和22年法律第100号)第118条の

規定により限定救命艇手たる資格を有する

者であることを証明する。 

 限定救命艇手は、改正された1978年の船

員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に

関する国際条約附属書第6章第2規則の基準

に適合する者である(膨脹式救命いかだの

取扱いに限る。)。 

  地方運輸局長 

           氏 名 印 

  運輸監理部長 

     CertificateNo. 

     lssued on 

 

 Certificate of Proficiency for Person 

with Designated lnflatable Liferaft 

Operation 

  Name： 

  (Former surname) 

  Date of Birth： 

 Under the Provision of Article 118 of 

Mariners Law, 1947 it is certified that 

the above mentioned person has been 

qualified for person with designated 

inflatable liferaft operation. 

 Person with designated inflatable 

liferaft operation in accordance with 

regulation Ⅵ／2 (inflatable liferaft 

operation only) of STCW convention, as 

amended. 

 Director-General of  

 the District Transport Bureau 

Japan 
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